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頁 行 該当箇所

15 28

４－２　保険料水準の統一に関する事
項
＜統一に向けた更なる財政安定化の
ための対策＞
（１）標準保険料率の平準化に係る対
策
イ　財政安定化基金の取り崩し
　医療費の急増等により標準保険料
率の急増が見込まれる場合は、上記
アで積み立てた基金を取り崩して、標
準保険料率の伸びを平準化します。

15 34

４－２　保険料水準の統一に関する事
項
（２）市町の国保財政安定化に係る対
策
ア　納付金の精算制度の導入
納付金と市町が徴収した保険料（税）
等の過不足を精算する制度の導入に
向けて市町と県で協議を行います。

16 3

４－２　保険料水準の統一に関する事
項
（２）市町の国保財政安定化に係る対
策
イ　県２号繰入金の拡充
　令和６年度から保健事業等に係る県
２号繰入金の対象経費や交付額を拡
充します。また、保険料収納不足等の
市町個別事情に対する更なる拡充に
ついて、市町と県で協議を行います。

意　　見

　令和５年度から県が示す標準保険料率が大
幅に上昇したため、市町の保有する基金が大
幅に減少することが見込まれる。市町の現行
保険料率（税率）と標準保険料率には大きな開
きがあり、市町は統一までの令和６年度から
令和８年度においても、保険料率（税率）の大
幅な引き上げが予想されることから、統一前
に市町および被保険者が混乱しないよう市町
と慎重に協議し、県の基金の活用を十分に
図っていただきたい。
　あわせて、低所得者が多いという構造的な
課題を抱えていることから、県の財政的支援
並びに国に対しても一層の対策強化の要望を
強めていただきたい。

滋賀県国民健康保険運営方針（原案）に対する意見

　納付金の精算制度について、統一前に具体
的な内容を市町とよく協議していただきた
い。

　県２号繰入金の拡充のうち、保険料収納不足
等の市町個別事情に対する更なる拡充につい
て、統一前に具体的な内容を市町とよく協議
していただきたい。
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27 16

７　保健事業の取組に関する事項
＜取組の内容＞
（１）データヘルス計画の推進および保
健事業に係る目標の設定
データヘルス計画に定める目標設定
のうち、県、市町、国保連合会におい
て重点的に取り組む事項について共
通の目標を設定します。
特定健診受診率：目標値（令和５年
度）：６０％
特定保健指導実施（終了）率：目標値
（令和５年度）：６０％
（２）保健事業の充実強化に係る取組
・特定健診受診率向上対策
・特定保健指導実施率向上対策
・糖尿病性腎症重症化予防対策
・がん検診の受診率向上対策
・歯および口腔の健康づくり
・後発医薬品、バイオ後発品の使用促
進
・重複・頻回受診者、重複服薬者、多剤
投与者訪問指導事業
・フレイル予防対策
・予防・健康づくりに対する主体的な
取組の支援
・保健事業従事者の人材育成と連携
強化
・保険者協議会（被用者保険）との連
携
・健康課題や医療費に関するデータ分
析、デジタル化対策（オンライン資格確
認、ＡＩ活用等）

32 32

１０　保健医療サービスおよび福祉
サービス等に関する施策との連携に
関する事項
＜取組の内容＞
（２）医療資源の偏在の解消
　高齢化や医療技術の高度化を背景
に今後も医療費の増加が見込まれる
中、県民の負担をできるだけ減らし、
医療保険制度を将来にわたって堅持
するためには、県民が効率的で質の
高い医療を受けられる環境や、身近な
地域で包括的に医療・介護等のサービ
スが受けられる体制づくりが必要と
なります。
　そのため、県は地域医療構想、医師
確保計画および外来医療計画に基づ
く地域の実情に応じた医療資源の配
置・活用さらには偏在の解消を図ると
ともに、保険料水準に向けては、こう
した構想等の推進との整合性を図り
ながら検討していくこととします。

※　行数をカウントする際は空白行は含みません。（おおむねで結構です。）

※　記載欄が足りない場合は、随時行を追加してください。

※　記載例はあくまで参考です。

被保険者の負担の公平性を実現するため保険
料水準が統一されるのであれば、医療資源へ
のアクセスの公平性もしっかりと担保すること
が重要であると考える。

　各市町における特定健診受診率および特定
保健指導実施率の上位と下位では大きな開き
があり、保健事業の平準化も必要なことから、
受診率および実施率の低い市町への県の支援
を強化していただきたい。


